
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
四
号

日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
効
力
の
発
生
及
び
日
本

国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約

第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
の
実
施
等
に
伴
い
国
家

公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
　
抄

（
駐
留
軍
等
労
働
者
の
身
分
）

第
八
条
　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
軍
隊
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地

位
に
関
す
る
協
定
第
十
五
条
第
一
項
（a

）
に
規
定
す

る
諸
機
関
、
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地

位
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
き
本
邦
内
に
あ
る
国
際
連
合

の
軍
隊
又
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
防
衛
援
助
協
定
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
の
責
務
を
本
邦
に
お
い
て
遂
行
す
る
同
国

政
府
の
職
員
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る
者
で
国
が
雇
用

す
る
も
の
（
以
下
「
駐
留
軍
等
労
働
者
」
と
い
う
。
）

は
、
国
家
公
務
員
で
な
い
。

２
　
駐
留
軍
等
労
働
者
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
六

項
に
規
定
す
る
勤
務
者
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
駐
留
軍
等
労
働
者
の
勤
務
条
件
）

第
九
条
　
駐
留
軍
等
労
働
者
の
給
与
は
、
そ
の
職
務
の
内

容
と
責
任
に
応
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
駐
留
軍
等
労
働
者
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
は
、

生
計
費
並
び
に
国
家
公
務
員
及
び
民
間
事
業
の
従
事
員

に
お
け
る
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
を
考
慮
し
て
、
防

衛
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
六
条
の

規
定
及
び
第
七
条
（
公
共
事
業
費
に
係
る
改
正
の
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
以
外
の
本
則
の
規
定
並
び
に
附
則

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
条
約
の
効
力
発
生
の

日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
駐
留
軍
労
務
者
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
つ
い

て
は
、
調
達
庁
長
官
が
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

条
約
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
連

合
国
軍
の
需
要
に
応
じ
連
合
国
軍
の
た
め
に
労
務
に
服

す
る
者
（
以
下
「
連
合
国
軍
労
務
者
」
と
い
う
。
）
の

給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
例
に
よ
る
。

３
　
連
合
国
軍
労
務
者
で
あ
つ
て
、
条
約
の
効
力
発
生
の

日
に
お
い
て
引
続
き
駐
留
軍
労
務
者
と
な
つ
た
も
の
が

退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
が
連
合
国
軍
労

務
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
対
し
て
は
、
第
九
条
第

二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
条

約
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
三
十
日
前
に
解
雇
の
予
告
を

受
け
、
且
つ
、
そ
の
日
に
お
い
て
解
雇
さ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
退
職
手
当
の
臨

時
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
二
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た

額
と
そ
の
額
に
対
し
条
約
の
効
力
発
生
の
日
の
翌
日
か

ら
退
職
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
一
年
に
つ
き
五
分
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額
の
退
職
手
当
を
支

給
す
る
。

４
　
前
項
の
駐
留
軍
労
務
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
の
退

職
前
で
も
、
そ
の
者
が
連
合
国
軍
労
務
者
と
し
て
在
職

し
た
期
間
に
対
す
る
退
職
手
当
分
と
し
て
、
同
項
中

「
退
職
の
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
二
十
八
年
七
月
十

日
」
と
読
み
替
え
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退

職
手
当
の
額
を
支
給
す
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
昭
和
二
十
八
年

七
月
十
日
に
支
給
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
七
月
八
日
法
律
第
五
五

号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
日
法
律
第
一
四

七
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

協
定
に
係
る
改
正
の
部
分
は
、
同
協
定
の
効
力
発
生
の

日
、
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
及
び
国
際
連
合
の

軍
隊
の
共
同
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
請
求
権

に
関
す
る
議
定
書
に
係
る
改
正
の
部
分
は
、
同
議
定
書

の
効
力
発
生
の
日
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の

間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
に
係
る
改
正
の
部
分
は
、
同

協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
二
三
日
法
律
第
一

〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
の
効
力
発
生
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
四
条
関
係
の
経
過
規
定
）

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
駐
留

す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る

者
で
国
が
雇
用
す
る
も
の
は
、
別
段
の
措
置
が
さ
れ
な

い
限
り
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互

協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
に
あ
る
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る
者
と

し
て
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
つ
て
、
引
き
続
き
国
に

雇
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
五
日
法
律
第
一

三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
こ

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
規
定
に
つ
き
、
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

二
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
八
日
法
律
第
八
〇

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

1


